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 はじめに  

 

  後期高齢者医療制度は，高齢者の医療費について，高齢者世代と現役世代の負担

を明確にするとともに財政基盤の安定を図り，公平でわかりやすい制度とする観点

から，７５歳以上の高齢者と６５歳以上７５歳未満で一定の障害のある方を対象と

する独立した医療保険制度として創設されました。 

  この後期高齢者医療制度では，都道府県ごとに設置され，全市町村が加入する広

域連合※１が運営主体とされ，運営に当たって，市町村との事務分担を明確にすると

ともに連携の強化を図り，制度を円滑に進めていくための指針として，地方自治法

の規定に基づき，各広域連合において「広域計画」を策定することとされておりま

す。 

  このため，広島県においては，後期高齢者医療制度施行前の平成１９年２月に広

島県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）を設立し，同年４月には，

平成２１年度までの３年間を期間とする広島県後期高齢者医療広域連合第１次広域

計画（以下「第１次広域計画」という。）を策定しました。 

 また，第１次広域計画の満了を受けて，平成２２年４月には，平成２２年度から

新たな医療制度を創設するまでを期間とする広島県後期高齢者医療広域連合第２次

広域計画を策定しました。 

 その後，後期高齢者医療制度が引き続き存続することとなり，平成２８年４月に

は，平成２８年度から大きな制度改正が行われるまでを期間とする広島県後期高齢

者医療広域連合第３次広域計画（以下「第３次広域計画」という。）を策定しました。 

 このたびは，高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施※２が令和２年４月から

施行されることに伴い，この一体的な実施に係る広域連合と広島県内全市町（以下

「市町」という。）との連携内容などについて広域計画に規定する必要があることか

ら，この一体的な実施の施行に関する箇所について第３次広域計画を変更すること

を目的として，広島県後期高齢者医療広域連合第４次広域計画（以下「第４次広域

計画」という。）を策定しました。 

 この計画を着実に実施することにより，国民皆保険制度の一環としての後期高齢

者医療制度を引き続き適正かつ安定的に運用してまいります。 

 

 

 
 
※１ 広域連合：既存の市町村の区域はそのままで，広域にわたり処理することが適当であると認められる事務

に関し，総合的かつ計画的に広域行政事務を推進するとともに，国または都道府県から事務権限の移譲を
受けることができるなど，主体的な運営ができる特別地方公共団体。 

 
※２ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施：人生１００年時代を見据え，後期高齢者の健康増進を図り，

できる限り健やかに過ごせる社会を実現するため，後期高齢者に対して，きめ細かな介護予防と保健事業
を一体的に実施することにより，後期高齢者の健康寿命の延伸を図ること。 
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Ⅰ 第４次広域計画の趣旨 

 

第４次広域計画は，地方自治法第２９１条の７及び広島県後期高齢者医療広域

連合規約第５条の規定に基づき策定する計画です。 

  第４次広域計画は，高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する事項

のほかに，これまでの広域計画での期間の状況と課題を踏まえ，後期高齢者医療

制度の運営に当たって広域連合と市町が相互に役割を担い，連絡調整を図りなが

ら処理する事項などについての基本的な指針を定めるものです。 

 

 

Ⅱ 制度を取り巻く状況と課題 

 

１ 状況 

後期高齢者医療制度は，平成２０年４月にスタートしましたが，当初，制度

内容の周知不足などにより数多くの問合せや意見が寄せられました。 

そのため，国，県，広域連合及び市町は相互に連携し，制度の説明会の実施

や広報の充実などを図ることにより，制度の理解が得られるように努めてきた

ところです。 

また，国においては，被保険者をはじめとする国民の理解を得るため，保険

料負担の軽減など，順次制度の見直しが行われてきました。 

広域連合においても，国の動向を踏まえ制度の定着に努めてきたところです。 

こうした中，本県における後期高齢者人口の状況としては，広島県が平成３

０年３月に策定した「広島県老人福祉計画・介護保険事業支援計画・介護給付

適正化計画」において，広島県の７５歳以上の後期高齢者人口は，団塊の世代

の更なる高齢化により，平成２７年から令和７年までの１０年間では１４．４

万人の大幅な増加が見込まれ，その後も令和１２年まで増加が続く見込みであ

るとしています。 

なお，医療費の状況としては，医療費総額は，後期高齢者医療制度がスター

トした平成２０年度以降年々増加しているものの，一人当たりの医療費は平成

２７年度以降横ばいであり，平成３０年度の医療費総額は約４，３２１億円，

一人当たり医療費は約１０５万５千円となっています。 
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本県の高齢者人口の動向 

        
単位：人 

区分 
平成 22 年 平成 27 年 平成 32 年 平成 37 年 平成 42 年 平成 47 年 平成 52 年 

(2010) (2015) (2020) (2025) (2030) (2035) (2040) 

総人口 2,860,750 2,843,990 2,766,671 2,688,800 2,598,805 2,498,685 2,391,476 

65 歳以上 676,660 774,440 838,517 844,283 839,427 840,003 864,366 

 

総人口に

占める割

合 

23.9% 27.5% 30.3% 31.4% 32.3% 33.6% 36.1% 

75 歳以上 335,608 371,862 442,246 516,240 536,514 524,434 508,236 

 

総人口に

占める割

合 

11.9% 13.2% 16.0% 19.2% 20.6% 21.0% 21.3% 

 
※ 本表のデータは，平成 30 年 3 月に広島県が策定した「第 7 期ひろしま高齢者プラン」から抜粋したものである。 

 
※ 平成 27（2015）年までは総務省「国勢調査」。割合は総人口から「年齢不詳」を除いた数を分母として算出。 

 ※ 平成 32（2020）年以降は，国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」（平成 25（2013）

年 3 月推計） 
 

 

本県の医療費の推移 

区分 

老人医療制度 後期高齢者医療制度 

平成 19 年度 
平成 20 年度 

(制度開始) 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

医療費総額 

10,145,228 件 9,190,129 件 12,376,982 件 12,710,859 件 13,080,491 件 13,434,598 件 

320,205,055 千円 293,631,014,894 円 407,492,996,524 円 408,278,786,918 円 422,366,310,238 円 432,064,085,062 円 

 

月平均 

345,436 件 835,466 件 1,031,415 件 1,059,238 件 1,090,041 件 1,119,550 件 

 26,683,755 千円 26,693,728,627 円 33,957,749,710 円 34,023,232,243 円 35,197,192,520 円 36,005,340,422 円 

１人当たり 

医療費 

31.7 件 28.4 件 32.9 件 32.8 件 32.7 件 32.8 件 

1,000,810 円 906,360 円 1,081,687 円 1,052,243 円 1,057,478 円 1,054,883 円 

 

月平均 

2.6 件 2.6 件 2.7 件 2.7 件 2.7 件 2.7 件 

  83,401 円 82,396 円 90,141 円 87,687 円 88,123 円 87,907 円 

 
※ 「医療費総額」は，「療養給付費」・「療養費等」の合計額である。 

 ※ 平成 19 年度の「医療費総額」は，厚生労働省保健局発行の各年度「老人医療事業年報」による。 

 ※ 「月平均」は，平成 20 年度は 11 か月で，平成 20 年度以外の年度は 12 か月で除して，小数点第１位を四捨五入し

て算出した。 

（ただし，平成 19 年度の医療費総額は，百円単位を四捨五入している。）  

 ※ 「１人当たり医療費」は，医療費総額の件数・金額を各年度平均被保険者数で除して，件数は小数点第２位を，金額

は小数点第１位を四捨五入して算出した。  
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２ 課題 

広域連合としては引き続き県の協力を得ながら保険者機能を発揮し，安定し

た医療の給付及び市町との連携の強化に取り組む必要があります。 

また，令和２年４月から施行される保健事業と介護予防の一体的な実施など

の推進，医療費の適正化，保険料収入の確保などによる保険財政の健全化・安

定化に努める必要があります。 

さらに，平成２８年１月から利用が開始されたマイナンバー制度※３の導入に

より，住民の利便性の向上や事務の効率化を図るとともに，広域連合が所有す

る膨大な被保険者等の個人情報漏えい等のリスク対策に，より一層取り組むこ

とが求められます。 

 

 

Ⅲ 基本方針 

 

  広域連合と市町が相互に役割を担い，広域化のメリットを最大限に活かして，

財政の安定化を進め，後期高齢者医療制度の健全な運営を図ります。 

 

 

Ⅳ 基本計画 

 

  後期高齢者医療制度は，広域連合と市町が連携，協力して運営に当たります。 

各々の事務分担と，基本方針の達成に向けた施策の方向性は，次のとおりです。 

 

１ 広域連合と市町の事務分担 

 

（１） 被保険者の資格管理に関する事務 

〔広域連合〕 

   被保険者台帳により被保険者資格情報を管理し，被保険者資格の認定（取

得及び喪失の確認），被保険者証の交付，６５歳以上７５歳未満で一定の障害

がある方に対する被保険者認定などを行います。 

〔市町〕 

   被保険者からの資格の取得，喪失，異動の届出などの受付事務，被保険者

証の引渡しや返還の受付などを行います。 
 
※３ マイナンバー制度：国が住民票を持っているすべての人に，一人 1 つの番号を付して，税や社会保障等の

分野で効率的に情報を管理するための制度。 
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（２） 医療給付に関する事務 

〔広域連合〕 

   入院や外来など現物給付される診療費の審査及び支払い，療養費や高額療

養費などの償還払いの審査及び支払い，葬祭費の支給などを行います。 

  〔市町〕 

   医療給付に関する申請及び届出の受付や相談業務などを行います。 

 

（３） 保険料の賦課及び徴収に関する事務 

〔広域連合〕 

   市町が持つ所得・課税情報を賦課根拠として，保険料率の決定，保険料の

賦課（軽減措置判定及び減免決定も含む。）を行うとともに，収納率向上のた

め，収納対策実施計画を策定します。 

〔市町〕 

 保険料の徴収事務（収納対策を含む。）を行います。 

   保険料の徴収猶予及び保険料減免の申請の受付を行います。 

 

（４） 保健事業と介護予防の一体的な実施に関する事務 

〔広域連合〕 

   後期高齢者の身体的，精神的，社会的な特性を踏まえ，原則として市町と

の委託を基に，市町と連携をとりながら，後期高齢者の健康の保持増進のた

めに必要な保健事業と介護予防の一体的な実施が推進されるよう必要な財源

を確保するとともに，ＰＤＣＡサイクル※４に沿って進捗するよう事業の実施

主体として，現状分析，体制整備や事業評価などにおいて市町の後方支援を

します。 

〔市町〕 

   後期高齢者に係る健診事業などの業務のほかに，広域連合との委託を基に，

広域連合と連携をとりながら，国民健康保険の保健事業と介護保険の地域支

援事業※５などとの一体的な実施のあり方を含む基本的な方針を定め，後期高

齢者の特性に応じた保健事業の効果的かつ効率的な実施を推進します。 

 

 

 

 
 
※４ ＰＤＣＡサイクル：Ｐｌａｎ（計画），Ｄｏ（実行），Ｃｈｅｃｋ（評価），Ａｃｔｉｏｎ（改善）を繰

り返し行うことで，継続的な業務の改善を促す方法。 
 
※５ 地域支援事業：介護保険制度の円滑な実施の観点から，被保険者が要介護状態等となることを予防す

るとともに，要介護状態となった場合においても，可能な限り，地域において自立した日常生活を営
むことができるよう支援する事業。 
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（５） その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務 

   後期高齢者医療制度に対する住民の理解を得て，制度の円滑な運営を行っ

ていくため，広域連合と市町が連携して広報活動を行うとともに，住民から

の相談に対応します。 

 

 

２ 施策の方向性 

 

（１） 事務処理の適正化 

広域連合と市町で協力・連携，連絡調整を密にすることにより，被保険者

への窓口サービスの向上及び効率的な事務処理を図ります。 

また，マイナンバー制度導入に伴う特定個人情報保護評価書※６に定めた個

人情報漏えい等のリスク対策に適切に取り組みます。 

さらに，迅速な事務処理に資するため，研修会の開催など職員の資質，技術・

技能の向上に努めます。 

 

（２） 医療費の適正化 

  県の医療費適正化計画と整合し，医療情報を有効活用することにより，後

発医薬品の使用促進，医薬品の適正使用の促進，重複・頻回受診者に対する

保健指導の促進やレセプト点検の充実など，被保険者の適正な受診を推進し，

医療費の適正化に取り組みます。 

 

（３） 健全な財政運営 

      毎年度，保険給付費などを中心とした歳出を的確に見込み，それに合わせ

た歳入の計画を立て，健全な財政運営を実施していきます。 

また，市町と連携して，収納対策実施計画に基づき，滞納者の実態に即し

たきめ細かな納付相談，短期被保険者証などの適正な交付など，保険料の収

納率の向上を図ります。 

 

（４） 保健事業と介護予防の一体的な実施の推進 

     後期高齢者のフレイル※７に着目して，後期高齢者に対する個別支援である

ハイリスクアプローチ※８，通いの場などへの積極的な関与などであるポピュ

レーションアプローチ※９を一体的に実施することによって，後期高齢者の多

様な課題に対応したきめ細かな保健事業を推進します。 

    また，併せて，後期高齢者の健康増進のため，健康診査，歯科健康診査や

長寿・健康増進などについても，引き続き実施します。 
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（５） 広報活動の充実 

広域連合と市町が連携して，制度を説明したパンフレットやチラシの作成

及び配布，関係機関へのポスターの掲示，ホームページでの情報提供などに

より，的確でわかりやすい広報活動を実施して後期高齢者医療制度への理解

を得るように努めます。 

 

（６） 円滑な制度運営に向けた対応 

   今後の制度のあり方について国の動向を注視し，情報の収集に努めるとと

もに，制度運営の課題などについて市町の意見を集約し，国などに対し制度

の実施主体として広域連合の意見の表明を行います。 

 

 

 

Ⅴ 第４次広域計画の期間及び改定 

 

  現在，国において，社会保障制度の様々な見直しが検討されているところであ

ることを踏まえ，この計画の期間は，令和２年度から大きな制度改正が行われるま

での間とします。 

  ただし，広域連合長が必要と認めたときは，随時改定を行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 
 
※６ 特定個人情報保護評価書：特定個人情報（マイナンバー）ファイルを保有しようとする又は保有する

国の行政機関や地方公共団体等が，個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特
定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し，そのようなリスクを軽減するための
適切な措置を取りまとめた資料。 

 
※７ フレイル：健康から要介護に至る中間の「虚弱な状態」。具体的には，筋力の低下により動作の俊敏性

が失われて転倒しやすくなるような「身体的問題」，認知機能やうつ病などの「精神・心理的問題」，
独居や経済的困窮などの「社会的問題」が互いに関連し合うことにより，生活機能が障害され，心身
が脆弱した状態であるが，一方で適切な介入・支援により，生活機能の維持向上が可能な状態。 

 
※８ ハイリスクアプローチ：健康障害を引き起こす可能性のある集団の中から，より高い危険度を持って

いる人に対して低栄養防止・重症化予防等を行うための訪問相談や適正受診等の促進のための訪問指
導などの働きかけを行い，病気を予防する方法。 

 
※９ ポピュレーションアプローチ：集団全体に対して地域の健康課題を基に健康教育や健康相談などの働

きかけを行い，健康障害を引き起こす危険度を下げる方法。 
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